
   

平成２５年 ５月 １０日 

自動車局環境政策課 

 

    「電気自動車による地域交通グリーン化事業」の公募について 

 

 

国土交通省では、環境性能に特に優れた電気自動車の普及を図るため、他の地域や

事業者による電気自動車の集中的導入を誘発・促進するような地域・事業者間連携等に

よる先駆的な取り組みを行う自動車運送事業者等に対して、バス、タクシー及びトラックの

電気自動車の導入を重点的に支援するため、「電気自動車による地域交通グリーン化事

業」を実施することとしております。 

この度、本事業の公募を開始いたしましたので、お知らせします。 

 

 

◆公募期間 

平成２５年５月１０日（金）～５月３１日（金） ※事業計画書必着 

 

◆支援対象 

３大都市圏、観光地、環境未来都市などの地域において、他の地域や事業による電気

自動車の導入を誘発し普及が伝播するような先駆的事業（バス事業、タクシー事業又は

トラック事業に限る。） 

（例：事業者連携による電気自動車の集中的投入、地域連携や異業種連携による総合的事業の実施など）  

 

◆支援内容 

電気バス、これに付随する充電設備・・・導入費用の１／２ 

電気タクシー・トラック、これに付随する充電設備・・・導入費用の１／３ 

  ※事業用自動車に限る。 

  ※プラグインハイブリッド車を含む。 

 

◆補助対象事業の決定 

応募案件について、その事業計画の内容を外部有識者が評価し、その結果を踏まえて

補助対象事業を決定。 

※詳細は、自動車局のウェブページをご覧下さい。 

（http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000020.html） 

 

※この公募は、平成２４年度補正予算及び平成２５年度当初予算案によるものであり、平成２５年度予

算案については国会での予算案の成立が事業実施の条件となります。 

 
〔問い合わせ先〕 

  国土交通省自動車局環境政策課 （岩本、大澤） 

電話 ０３－５２５３－８１１１（内線４２５３３） 

０３－５２５３－８６０４（直通） 

ＦＡＸ ０３－５２５３－１６３６ 

 


